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和歌山市告示第３００号 

  元気わかやま市応援寄附金に係る指定納付受託者の指定（令和５年告示第１４１号）の一部を次のとおり改正

したので、地方自治法第２３１条の２の３第４項の規定により告示する。 

    令和６年７月１７日 

                                        

 和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

１指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地（６）を次のとおり改める。 

 

（６）東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号 関電不動産渋谷ビル８階 

   株式会社アイモバイル

（令和６年７月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第３００‐２号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年７月１７日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

星野 晶子 
リハビリテ

ーション科 

肢体不自由、 

音声機能障害、

言語・そしゃく

機能障害 

和歌山県立医科大学

附属病院 

和歌山市紀三井寺  

８１１番地１ 

令和６年 

７月１日 

（令和６年７月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第３０１号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年７月１９日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

金桶 吉起 脳神経内科 肢体不自由 
和歌山南放射線科 

クリニック 

和歌山市紀三井寺 

８７０番地２ 

令和６年 

７月１日 

（令和６年７月１９日掲示済） 
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和歌山市告示第３０２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年７月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年７月６日及び同月１２日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年７月２日及び同月１０日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年７月１９日掲示済）  
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和歌山市告示第３０３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年７月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場 令和６年７月１日、同月２日、同月３日、同月８

日及び同月１１日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年７月１９日掲示済）  
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和歌山市告示第３０４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年７月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年７月２２日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺

自転車等放置禁止区域 

令和６年４月６日及び１２日 令和６年４月１９日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年４月４日 令和６年４月１９日 

和歌山市内一円市道上 令和６年４月２日、３日、１１日及び

１２日 

令和６年４月１９日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和６年７月１９日掲示済）  
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和歌山市告示第３０５号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和６年７月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和６年７月２４日掲示済）  
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和歌山市告示第３０６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和６年７月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和６年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和６年８月１３日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年７月２４日掲示済） 
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和歌山市告示第３０７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

 令和６年７月２５日 

 

                                   和歌山市長  尾 花 正 啓   

  

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

 １２－１３８ 宮北１３８号線 
和歌山市納定 

 和歌山市納定  

１２－１３９ 宮北１３９号線 
和歌山市納定 

 和歌山市納定  

１６－１９７ 宮前１９７号線 
和歌山市南出島 

和歌山市南出島 

 

 

１６－１９８ 宮前１９８号線 
和歌山市南出島 

 和歌山市南出島  

１６－１９９ 宮前１９９号線 
和歌山市南出島 

 和歌山市南出島  

１６－２００ 宮前２００号線 
和歌山市南出島 

 和歌山市南出島  

２４－１６９ 西和佐１６９号線 
和歌山市岩橋 

和歌山市出島 

 

２４－１７０ 西和佐１７０号線 
和歌山市岩橋 

和歌山市岩橋 

 

２５－１７３ 岡崎１７３号線 
和歌山市神前 

和歌山市神前 

 

２５－１７４ 岡崎１７４号線 
和歌山市寺内 

和歌山市寺内 

 

３４－２２１ 小倉２２１号線 
和歌山市小倉 

 和歌山市小倉  

（令和６年７月２５日掲示済） 
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和歌山市告示第３０８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和６年 

７月２５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年７月２５日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

 

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１２－１３８ 宮北１３８号線 

和歌山市納定９５番１４地先  ４．２０ 

     ～  １７３．９ ～ 

和歌山市納定７２番１３地先  ７．５０ 

１２－１３９ 宮北１３９号線 

和歌山市納定９５番３６地先 

     ～ 

和歌山市納定７２番１４地先 

 ４．２０ 

 １２２．６ ～ 

 ６．００ 

１６－１９７ 宮前１９７号線 

和歌山市南出島５２番１地先 

     ～ 

和歌山市南出島４９番７地先 

  

１５３．４ ６．００ 

  

１６－１９８ 宮前１９８号線 

和歌山市南出島４９番１１地先   

     ～   ４５．７ ６．００ 

和歌山市南出島４８番１地先   

１６－１９９ 宮前１９９号線 

和歌山市南出島４９番１０地先 

     ～ 

和歌山市南出島４９番８地先 

  

  ７０．０ ６．００ 

  

１６－２００ 宮前２００号線 

和歌山市南出島４９番８地先   

     ～   ２１．０ ６．００ 

和歌山市南出島４９番９地先   

２４－１６９ 西和佐１６９号線 

和歌山市岩橋６１２番３地先  ３．４０ 

     ～  ２５５．２ ～ 

和歌山市出島１番１１地先  １７．９０ 

２４－１７０ 西和佐１７０号線 

和歌山市岩橋６３７番１地先  ３．６０ 

     ～   ６５．７ ～ 

和歌山市岩橋６４０番１地先  ５．４０ 

２５－１７３ 岡崎１７３号線 

和歌山市神前１５７番７地先   

     ～ ７６．２ ６．００ 

和歌山市神前１５７番１５地先   

２５－１７４ 岡崎１７４号線 

和歌山市寺内２７３番１地先 

     ～ 

和歌山市寺内２７１番２地先 

 

３３．６ 

 

３．８０ 

３４－２２１ 小倉２２１号線 

和歌山市小倉４１０番５地先 

     ～ 

和歌山小倉４１１番２地先 

 

５５．８ 

５．４０ 

～ 

１１．５０ 

（令和６年７月２５日掲示済） 
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－12－ 

和歌山市告示第３０９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更 

する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年７月２５日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 

旧

新

別 

路線名 
起点 

終点  
備考 

９－２３ 

旧 今福２３号線 
和歌山市湊 

和歌山市湊 
 

新 今福２３号線 
和歌山市湊 

和歌山市西浜 
終点の変更 

（令和６年７月２５日掲示済）  
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－13－ 

和歌山市告示第３１０号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないの

で和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出

により交付する。 

令和６年７月２９日    

 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年７月２９日掲示済）  
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－14－ 

和歌山市告示第３１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年７月３０日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和６年７月３０日掲示済）  
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－15－ 

和歌山市告示第３１２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和６年７月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和６年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和６年度第２期の納期は、 

令和６年８月９日に変更する。 

令和６年度 

（令和５年度分） 

 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

 

（別紙省略） 

（令和６年７月３０日掲示済）  
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－16－ 

和歌山市告示第３１３号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができない

ので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付

する。 

  令和６年７月３１日 

                                                和歌山市長 尾 花 正 啓 

                         

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年８月２６日に変

更する 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年８月２６日に変

更する 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和６年８月２６日に変

更する 

 （別紙省略） 

（令和６年７月３１日掲示済） 
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－17－ 

和歌山市告示第３１４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年８月１日 

                               和歌山市長   尾 花 正 啓 

指定自立支援 

医療機関 

担当する医療

の種類 

（主として担当する医師）

変更前 

（主として担当する医師）

変更後 
変更年月日 

日本赤十字和歌山医療

センター 

（和歌山市小松原通４

丁目２０） 

心臓 金光 尚樹 阪口 仁寿 令和６年７月１日 

（令和６年８月１日掲示済） 
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－18－ 

公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年７月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年７月１６日 

和建指第２７６４号 

和歌山市粟字重道ノ坪 

１５７番７の一部 

 

和歌山市狐島５０８番地 

三幸建設株式会社 

代表取締役 島本 義久 

６．００ｍ × ４１．５５ｍ 

 

 

 

 ４１．５５ｍ 

（令和６年７月１９日掲示済）  
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－19－ 

公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年７月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年７月１９日 

和建指第２７５８号 

和歌山市三葛字北開ケ５

８８番１、５９３番１ 

 

和歌山市和田３１０番地

４ 

株式会社イエステージ 

代表取締役 和田 靜佳 

６．００ｍ × ６８．２１ｍ 

 

 

 

 ６８．２１ｍ 

（令和６年７月１９日掲示済）  
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－20－ 

公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年７月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年７月２５日 

和建指第２６９８号 

和歌山市出水字四反長３

５番１ 

和歌山市中之島１５１８

番地 中之島８０１ビル

５階 

ヤマイチ・ユニハイムエ

ステート株式会社 

代表取締役 山田 茂 

６．００ｍ × ３５．３７ｍ 

 

 

 

 

３５．３７ｍ 

（令和６年７月２９日掲示済）  
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－21－ 

公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和６年８月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市小豆島字口田９１番１ 

  和歌山市小豆島字口田９１番１９ 

  和歌山市小豆島字口田９１番３５ 

  和歌山市小豆島字口田９１番３７ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４０ 

和歌山市小豆島字口田９１番４１ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４２ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４３ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４４ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４５ 

和歌山市小豆島字口田９１番４６ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４７ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４８ 

  和歌山市小豆島字口田９１番４９ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和６年８月１日掲示済） 
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－22－ 

和歌山市教育委員会告示第１１号 

 和歌山市教育委員会臨時会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年７月１８日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年７月２３日（火） 午後６時から 

２ 場所 和歌山市西汀丁２９番地 

     教育文化センター２階 会議室 

３ 事案 

（１）令和７年度に和歌山市立中学校及び義務教育学校後期課程で使用する教科用図書の採択について 

（２）その他

（令和６年７月１８日掲示済）  
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－23－ 

和歌山市教育委員会告示第１２号 

 和歌山市教育委員会臨時会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年７月２５日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年７月３１日（水） 午後６時から 

２ 場所 和歌山市西汀丁２９番地 

     教育文化センター２階 会議室 

３ 事案 

（１）令和７年度に和歌山市立中学校及び義務教育学校後期課程で使用する教科用図書の採択について 

（２）その他 

（令和６年７月２５日掲示済） 
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－24－ 

和歌山市企業局告示第２６号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局経営管理部営業課において一般の縦覧に供する。 

   令和６年７月１８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和６年８月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

  ア 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

中之島、湊、砂山南四丁目、西小二里一丁目の各一部 

イ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

加太、西庄、木ノ本、古屋、梅原、土入の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 中之島、湊、砂山南四丁目、西小二里一丁目、加太、西庄、木ノ本、古屋、梅原、土入の各

一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和６年８月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

  ア 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  イ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和６年７月１８日掲示済）  
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－25－ 

和歌山市企業局告示第２７号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第７条の規定により指定工事店の営業の譲受

けの承認をし、同条例第９条の規定により営業所所在地の変更届出があったので、同条例第１８条第２号及び第

６号の規定により告示する。 

令和６年７月２６日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

  指 定 番 号 第３３３号 

  承継及び変更年月日 令和６年７月１日 

 

 承 継 及 び 変 更 前 承 継 及 び 変 更 後 

指 定 工 事 店 名 畑上工務店 

営 業 所 所 在 地 和歌山市下三毛６４４ 和歌山市下三毛８－１ 

 代 表 者 氏 名 畑上 純一 畑上 臣吾 

（令和６年７月２６日掲示済）  

 


